
29　剣道
kendo

１　　期　日　　 令和４年８月７日（日）　

受　付　　　　８時３０分～９時００分

開会式 　９時３０分

２　　会　場　

　　　大津市におの浜四丁目２－１５

TEL　０７７－５２１－８３１１

３　　競技種目・参加資格および競技方法

「滋賀県民総スポーツの祭典の開催基準要項」に準ずる

（１）団体試合（郡市対抗競技）

①   １チーム５名とし、補欠なし。

②   監督は大将が兼ねる。

③   段位制限は無いものとする。

④ 　年齢基準は令和３年４月１日とする。

⑤   先鋒・次鋒は３０歳未満

　   中堅・副将は３０～４０歳未満

　   大将は４０歳以上とする

⑥   団体戦とし、トーナメント方式で行う。

⑦   オーダー順は段位順とし、同段位の場合は年齢順とする。

⑧ 　出場者の所属は、居住地とする。

⑨　 高校生以下は出場できません。

（２）個人試合（女子）

①   １０歳代（２０歳未満）

②   ２０歳代（２０歳以上～３０歳未満）

③   ３０歳代（３０歳以上～４０歳未満）

④   ４０歳代（４０歳以上～５０歳未満）

⑤   ５０歳代（５０歳以上）

⑥   段位に制限は無いものとする。

⑦ 　年齢基準は令和３年４月１日とする。

⑧   個人戦とし、トーナメント方式またはリーグ方式で行う。

⑨   高校生以下は出場できません。

（３）日本剣道形（公開演武）

　　　　　　　 　 剣道連盟会員が行う。

（４）居合　（公開演武）

　　　　　　　　　剣道連盟居合道部会員が行う。

（５）杖道　（公開演武）

　　　　　　　　　剣道連盟杖道部会員が行う。

４　 試合方法

（１）試合は、全日本剣道連盟「剣道試合・審判規則と同細則」及び同運営要領に

　　 よって行う。

（２）団体試合は、試合時間を４分とし、時間内に勝敗が決しない場合は引き分けとする。

　　　ただし、勝者数、取得本数が同数の場合は代表者戦を行う。

　　　代表者戦は４分１本勝負とし、勝敗が決しない場合は勝敗が決するまで延長戦を行う。

　　滋賀県立武道館



（３）個人試合は、試合時間を４分とし、時間内に勝敗が決しない場合は勝敗が決する

　  　まで延長戦を行う。

（４）申込後の選手変更については別添「団体試合選手変更届」にて、受付時に届け出

　　ること。

（５）個人戦において、参加選手が４名以下（大会当日も含む）の場合はリーグ戦とする。

５　申込方法

（１）申込みは所定の用紙（滋剣連様式第８－１号）を使用し、郡市体育協会を通じて

      申し込むこと。

（２）申 込 先

　　　　　　　　〒５２４－００２２　

　　　　　　　　　守山市守山4丁目７－２０　辻田ビル２Ｆ

　　　　　一般財団法人  滋賀県剣道連盟事務局　宛　

（３）申込締切日

令和４年７月１日（金）必着

６　組 合 せ　本連盟競技委員・事務局において抽選を行い決定する。

７　審 判 員　本連盟が委嘱する。

審判員の服装・持ち物

（１）連盟指定ポロシャツ （２）ズボン・・・ 灰色（無地）

（３）靴　下・・・ 紺色（無地） （４）審判旗

8　 表 彰 （１）団体戦

　優勝チームには、優勝旗（持ち回り）、１位～３位には賞状が贈られる。

（２）個人戦

　１位～３位には賞状が贈られる。

９　安全対策　　　

　主催者は大会中の事故に対し、傷害保険に加入する。事故が発生した時には

応急処置を施すとともに、病院等で治療が受けられるよう手配する。

　ただし、会場への往復途上は含まれない。

１０　その他

（１）各選手は、剣道具の垂中央に黒または紺色に白で所属郡市を明記した、

　　  布製の名札を必ず着けること。

　 　 又、同一チーム内に同姓の者が複数存在する場合は、名前を明記のこと。
（２）目印は、各自で用意すること。

（３）竹刀検量は行わないが、規格にあった竹刀を使用し、自主点検を徹底する事。

（４）申込書に記載された個人情報（氏名、生年月日、年齢及び住所等）は、全日本

  剣道連盟及び本連盟が実施する大会運営のために利用する。

  また、氏名及び年齢等最小限の個人情報は、公表媒体（ホームページ、剣窓等）

  に公表することがある。

  入賞された方で、公表を拒否される方は、事前に申し出ること。

（５）その他　

　　　　　      不明な点は、下記に問い合わせてください。

　  〒５２４－００２２　

　  　守山市守山4丁目７－２０　辻田ビル２Ｆ

　　　　　　　　 　一般財団法人　滋賀県剣道連盟

　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　０７７－５１４－３１６５

　　　　　　　　　　　　　ＦＡＸ　０７７－５１４－３１７８


